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恐れ入りますが、本要望書と添付資料 1部を議長にお渡しくださいaお願いいたします。

令不日7年 2月 5日
つくば市議会 議長 殿

パワハラから職員を守る都道府県民の会 '連絡

事務局長
パワハラから職員を守る茨城県民の会

代表

政党機関紙の庁舎内勧誘行為における庁舎管理規則の徹底を求める要望書
慢性化している議員から職員へのハラスメントの是正のために

<当会について>
全国市区町村の庁合内で、政党機関紙の勧誘 (営業)・ 配達・集金が無許可で行われている

ことが度々問題 となっており、その是正のために、庁舎内における勧誘・配達・集金の実態

調査 及び 自粛を求める陳情が地方議会 75か所で採択され、改善されております。

本連絡会は、各地の陳情提出者間の情報交換を通 して 「本件は全国自治体で慢性化 している
ハラスメン ト問題である」と再認識 し「パワハラから職員を守る茨城県民の会」と連携 して、

心ある首長、議長双方に抜本的解決を求める要望書の提出を決定しました。当会としては、

しごく当然の要望内容であると考えております。ハ ラスメン トは人 害 で 力ぅり、決 lッ て許

されるべきもの
`土

あ り支せ スノ̂ どうぞ最後までご一読いただき、善処いただけるよう何卒

お願い申し上げます。

<要望理由>
添付資料のとおり、「庁舎内の勧誘行為に伴い、職員が,い理的圧力を感 じているかどうか」に

関して、 30以上の自治体で実態調査が行われました (P2)。 わかる範囲でまとめてみました

ので参考になさつてください。 ガの 白治 イ六で 1、  矧1誘 太拍`ナ
,燃ιr 協盤言キ 1タ テ」ヽι十,η ′,ゞテFス テ

=ヽ

い カ

いう圧力を感じた」と答えた職員が、おしなべて3割 (3人に1人)以上にのぼっています。例
えば東京都港区 (令和6年 11月 実施)では、勧誘をうけた管理職が9割、そのうち心理的圧
力を感じた管理職が8割になりました。これは、議員から職員への「党機関紙の購読強要の実
態」であり、庁舎内でハラスメントとして慢性化している証左です。

また、職員の自由記述を求めた自治体アンケー トの結果もぜひご確認 ください (P5)。 陳情審

議や職員アンケー トの具体的な実施がなければ、このような職員の声が行政や議員に届くこと

はありませんでした。実態把握を実施していない自治体の多くで「行政としては、職員から具

体的な相談がないので、対・処 しない Iと して、灘 閣紙酷誌圧 力に伴 う職 昌の苦痛や ス トレスは

「

「なかったこと」にされ続けているのです。 (P7)

一連の調査で明らかになった事は、勧誘は役職者が新規で任命される3月 末に集中しているこ

とです。令和 7年も3月 期に、議員から職員への心理的圧力がかけられる懸念があり、心配し

て今回の要望書を出しております。むろん、一連の調査結果から、全ての会派に当てはまる問

題でなく、特定政党に限られる事案であることも承知しています。



厚生労働省が示すハラスメン トの定義は「同じ職場で働く者に対 して、職務上の地位や人間関

係などの職場内での優位性を背景に、業務の適Iな範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与え

る又は職場環境を悪化させる行為」とありま■
‐
。 「議員から職員へのハラスメン ト問題」を扱

つた読売新聞には、議員と職員は「事実上の上下関係」とあります (P12)

議員と職員は本来的には対等の関係のはずですが、ハラスメント行為が伴えば、それが企な関

係に転じます6議員が自覚なく圧力をかけているケースもあるとは存じますが、「圧力を伴う
政党機関紙の購読勧誘の実態」_が あれば、議会・行政の双方で厳格な対策が求められるのは当

然のことです。

繰 り返しますが、議員が地位や職務上の優位性を背景に、庁舎内で政党機関紙を勧誘する事

は、職員から見れば「議員から勧誘され、断りづらい」「購説を断ると、今後の業務に支障が

出るかもしれない」等の「,心理的圧力」を伴つている現状があります。さらに現在購読 してい

る職員においても「購読をやめたいが、言い出しにくい」との回答が過半数となっています。

現実として、職員に適正な業務の範囲を超えて精神的負担や、個人や家庭における経済的負担

になつています。 (P3)                       
・

議員による職員に対するパワハラ行為は絶対に放置してはなりません。令和 2年 6月 1こノくワハ

ラ防 J十 二法 (改正労イ動施策総合推進法)が施行 加′ 11“ 方公 務 昌が保 誰 対姿 >″企り支 1ッ た ^の

「パフハラ防止条例」を制定した白治体も85にのばります。

貴自治体においては、職員から相談がないといって問題を放置するのではなく、政党機関紙の

勧誘行為がないかどうか、またその勧誘で心理的圧力を感じている職員がいないか、現状十巴擬

に努めていただけますようお願い申し liげます。

特に、庁舎管理規則では、庁舎内での勧誘営業は原則禁止であり、許可証が必要な行為のはず

です。政党機関紙勧誘行為においても、議員の皆様にそのルールを遵守いただくよう、議会 ,

行政ヌズ方で確認いただく事が根本的問題解決につながると当会は考えています。

<要望項目>
① 庁舎内において物品販売や勧誘等の行為をする場合は、庁舎管理規則により、あらかじめ

施設管理者の許可を得る必要があり、政党機関紙の4ilJ誘 行為についても同様に許可が必要

であることを、首
‐
長と議長との間でご確認をお願いいたします。許可を得ずとも勧誘行為

が見過ごされてきた実態があれば、規則遵守や、ハラスメン ト問題への厳格な対応が求め

られている国民の声が大きいことを鑑み、今年から改めてください。

② 議長と首長の協議の上、貴自治体において「職員が庁舎内で政党機関紙を勧誘されたり購

読する事で、心理的な圧力を感じたという実態が本当にないかどうかの職員アンケー トの

実施が望ましい」と判断された際は、ぜひ速やかな実態調査をお願いします。

連絡先

電話番号

〒

“

東京都足立 事務局長

■FAX

E―mail: URL

パワハラから職員を守る茨城県民の会と連携 して提出してお りますが、本要望書へのお問い合

わせは こちらに しヽま
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政党機関紙勧誘に関する職員アンケー トを実施 した事例

「
―

政1党機1関紙勧1誘を受けた職員のうち f心理的圧力を感じた」割
―
合

山陽小野田市 (山 田県)

港区 (東京都)

金沢市 (石川県)

川崎市 (神奈川県)

香取市 (千葉県)

我孫子市 (千葉県)

千歳市 (北海道)

豊橋市 (愛知県)

渋川市 (群馬県)

千葉市 (千葉県)

明石市 (兵庫県)

蒲郡市 (愛知県)

大網白里市 (千葉県)

川西市 (兵庫県)

霧島市 (鹿児島県)

長崎市 (長崎県)

九十九里町 (千葉県)

寒川町 (神奈川県)

真鶴町 (神奈川県)

宇都宮市 (栃木県)

高砂市 (兵庫県)

大鰐町 (青森県)

東金市 (千葉県)

潟上市 (秋田県)

安城市 (愛知県)

藤沢市 (神奈川県)

四街道市 (千葉県)

大磯町 (神奈川県)

南足柄市 (神奈川県)

0 20300/o40 60    80    100

庁舎内ハラスメントヘの関心の高まりから、少なくとも30自治体が「政党機関紙勧誘|こ関

する職員アンケート」を実施した。その結果、ほぼすべての自治体で、 3割以上の職員が

「議員からの心理的圧力」を感じていた。心理的圧力を具体的に言うと、「議員から勧銹

され、断りづらい」「購読を断ると、今後の業務に支障が出るかもしれないと感じた」

等。行政は議員の一般質問、住民陳情の採択・要望書等を受けて実施するケースが多い。

上記アンケー ト結果は、自治体による情報公開・メディア報道 等から

当会が把握したものを掲載。元データの一部を左配QRコ ードから

言覧いただけます。2



政党機関紙勧誘に関する職員アンケー トの分析

職員の過半`数iが 「1購1腕!を やめ
―
たいが、離1員 に言えな t亀 」

い
出
し

に
く

い

2%

い
が

所沢市 (埼玉県)の調査で現在購読している

職員の過半数の98人が「やめたいが言い出

しにくい」と答えた。また「購入はやめたい

が議会をちらつかせ、なかなか断れる雰囲気

ではない」「イ固人的に読みたい人は自宅への配

達でもよいのでは」との意見があつた。渋川

市 (群馬県)の調査でも「〕b理的圧力を感じ

仕方なく購読しているが、今もやめたいと思

っている」との回答が 6割以上にのぼつた。

渋川市
令和6年

め
た
とヽ

か ら

1

60“

たいか購腕を購腕の継続意向

所沢市
和 2年

契約書がなく、契約期i間が定められて
Jお
らず、不本意な購読が続く

くe構の瀬

と世 ても咤 い

我孫子市が令和 6年に実施したアンケー トに

よると、購読 し毎月支払いをしている職員の

うち、申し込み書の記入や契約書作成をして

いない職員が920/0にのぼった。また、契約期

間が定められていたと答えた職員は 0人だつ

た。心理的圧力をうけて購読 したものの、契

約期間が定められていないため、多くの職員

が異動になるか、定年になるまで、不本意な

がら購読を続けている状況がある。

庁舎内で機関紙勧誘するのは特定政党 (1政党または 2政i党 )

主幹
課長摘佐

専門員
部長 次長

課長

室長
=と■ 1

4 647 12現在礎携 !ッ ている

34 4 15

24

5?過去た叫読 していた

165

8

44 42262 ＼        7
4G卜学賊

"tこ
とtよ ない

lr983 51343 ?i＼ 9
|

すべて「しんぶん赤放Jを晴読

豊橋市が令和 6年に、購読 している政党機関紙の名前を匿名で聞いたところ、回答した81名が

全員 「しんぶん赤旗」であつた。選択肢は、公明新聞、国民民主プレス、社会新報、自由民

主、 しんぶん赤旗、立憲民主、その他 (自 由記述)と なっていた。

他自治体アンケー トでも、一政党から勧誘を受けたと答える割合が多く、なかには二つの政党

から勧誘を受けたという事例も散見される。いずれにしても特定政党であることは明らか。
3



政党機関紙勧誘に関する職員アンケー トの分析

自治1体が1通連|を出|し て|もiパ ワハラ勧1協が続くケースカilある.

設問 2018年 (平成 t〕 0年)4月 以降 (前 IⅢ Iの 通達発出後)、 庁舎内に

おいて市議会,1茂 員から政党機関紙附読の勧誘を授けた際に、心理的な圧

力を感 じたことがありま司
~力

|)

|り 1答  「ある」。「ない (<勧誘を受けたことがない >1)含む)」

(6)調 査結果

141 285

<実態調査 (ア ンケー ト)結果まとめ>
[TI答率 :69.4%(|「司答者 426/対 象狩 614)

心n的圧力を感 じたことがある害|1合 :〔 )(〕 .ly)(141/426)

藤沢市議会で2018年 に「政党機関紙勧誘の自粛を求める陳情」が採択され、管理職の 7～ 8割

が、特定政党の市議に勧誘され、断り切れず購読している状況が明らかになった。市は陳情採

択を受け、勧誘・配達・集金における執務室内への出入りを厳しく制限するなど、事態の改善

を市議に促した。しかし、その後も特定政党によるパワハラ的勧誘が続いており、過去6年間

で心理的圧力を感じた職員が実に141人にのぼった。

他自治体でも同様のケースがあり、陳情が採択され、行政が通達を出したとしても、庁舎内の

機関紙勧誘が続く限り、職員へのハラスメントは続くことが多い。行政は、庁舎管理規定で無

許可の政党機関紙勧誘を厳しく禁止することが肝要である。また、庁舎内の政治的中立性を維

持するうえでも、職員が自ら機関紙の配達・集金を希望する際も「自宅に届けてもらう」とい

う方針を明確に打ち出し、職員側にも徹底する必要があろう。

円答数

,II答

426

あ る
イ父い

(<勧誘を受けたことがない>も含む)

lnl答数

その他、自治体アンケー トで共通した傾向

① 勧誘を受けるのは、部長、課長や係長など管理職がほとんど。管理職になると、一般

質問で答弁する等議員と直接の接点が多くなる。機関紙を断ると、質問が厳しくなり、

部署のメンバーに迷惑がかかるのではないか、と考える管理職もいる。

② 勧誘は管理職が新規で任命される 3月 末に集中している。議員が人事異動をいちはやく

把握し、「昇進おめでとうございます」と言つて近づき、政党機関紙を勧誘する。

③ 集金は毎月対面で行われる。議員自ら集金することが多い。振込みや自動引き落としでは

ない為、断るときは議員に直接伝えないといけない。関係性悪化を恐れ、やめづらい。

④ 配達先は大半が職場。私費の新聞・雑誌は、自宅で購読するのが常識だと思うが、勧誘者

の強い意向なのか、自宅配達はほとんどない。
4



職員アンケー ト「自由記述欄」に寄せられた主な意見

【栃木県学部宮市のアンケ…卜 (令和 6年 5月 )よ り】

レ退職の時までこのまま意思に反して購読しなければならないと考えるとやるせない。

レ「赤旗をとらないと一般質問でやられるJと先輩職員何人かから聞いた。

レハラスメント相談窓口に相談がなかったことをもつてパワハラがなかつ杵と断言できるもの

ではない。

レ笑顔で「任意」と言いながらも新聞を取るのが当たり前といつた感じの「圧」がすごかつた。

【群用県渋川市のアンケ…卜 (令和 6年 3月 )よ り】

レ課長職の人事異動の内示があつた時点で勧誘がされ、「他の皆さんも購読している。」と

言われ、やむを得ず購読することにしたが、余分な出費と感じていた。

"購

買しなかうたことで、あたりが強くなった。精神的苦痛ゞストレスがある。

レ断ると議会対応で所属・部下に迷惑がかかると思い購入した。

レ政党の思想僣条を色濃く表現する政党機関誌の押しつけは憲法違反。

【鹿児島県霧島市のアンケート (令和 5年12月 )よ り】

レ購読希望したものでなく、特に興味のある機関紙でもないため、本音はやめたい。

レ購読しない人もいるのか尋ね、断れるのか暗に確認したが、スルーされた。

レ購入については各自の判断であるが、今までの管理職の慣習的なものだと思つていた。

レ今更、購読を上めるのも苦慮している。

レ機関紙を購入しないと、何らかの圧力を受けるのではないかと思い、購入している。できれ

ば、市役所でまとめて「購入しないリストJを政党に提出できないか。

レ事務所内での購読の勧誘、新聞の受け撃りや購読料の受け渡しは出来ないようにすべきと思

われる。

レ政党または会派の機関紙を購入するのは、あくまでも個人の判断によるもので個人が直接政

党、会派を訪ねるのが本来の姿であり、勧誘行為はよろしくない。

近年0アンケート案れは任意回答 。無肥名で「匿名性」に配慮

川崎市の実態調査 (2003年)に反発し、一部職員が裁判を起こし、共産党議員回が支援した。

しかし、高裁で「調査は適法」と判断され、訴えが棄却された (2009年 )。

原告側の担当弁離士は「ずさんな回収方法により、匿名性が任害される可能性があつた」と主張

した一方、「高機の判決で、政党機関紙を購腕したかという質問について、直ちに思想及び良心

の自由の優害とはならないとされた」「アンケートの強制性に関する私たちの主張は退けられた」

と睛している (し んぷん赤旗のH己事より)。

川崎市以降に実施された自治体調査においては、任意回答・無H己名で電子申晴システムを使用す

るなど、匿名性が担保され、 問題なく実施されている。 5

ふ
「川崎市による政党機関紙購読調査は憲法違反でないか」

と裁判で争われ、「調査は適法」と判断されました。
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政党機関紙に関するアンケート調査の実例

●港区 (東京都) ●千葉市 (千葉県)

「政党機関紙の庁舎内勧誘行為に関する職員アンケート結果」

No.1 本区区議会議員から政党機関紙の購読の勧誘を受けたことがありま

すか。

耳ある 61人  iない 6人

No.2 勧誘を受けたときの職位についてお問きします。該当するものを 1

つ選択してください。

部長級 0人  ´
課長級 30人  係長級 27人  Iその他 4人

No.3 勧誘を受けたとき、その政党機関紙を購読しましたか。

購読した。 44人 _購読したが、現在は購読 していない。 11人 :購読を断つた。 6人

No.4 勧誘を受けたとき、心理的な圧力を感じましたか。

―感 じた。 48人   感 じなかった。 13人

No.5 その他政党機関紙の庁舎内勧誘行為 (勧誘、配達、支払い場所等)

について、ご意見があれば記入してください。

●ヽ   e見 要
`

11男全貿登ユ;置I璃露ヌ震毬翠 輩
瘍
=

息 兒二

―
の謄 向08マ了うに瞬する0員アンケートの日童篤票について

1 筆

令106年 ヽ1固モビ■安定a全 において 政党健閉霊の庁きnうい行うの

実患ヨ道を求めるHF(386第 2■チ.以 下「本体額騒jと いいこす.)力〔

採択されました.ホ4,凛の通ヒは、咀A力

"む
内において蔵党強閉このB

換を出あされ、また、そのBに ,い理的なE力 をBじたことか(あるかとrう か、

a民に寄り近ったH=を実hし 、仮にし`理的なE力 を受tテ たことお̀
あ
る虫員

がいた購合は 邁切な対応を求めらものです。

2 ■員アンケートのa里
(1)目的

奉年ЯHわ転 択されたことを踏工え、公房の甲立桂 公正建この五
`ゝ
か

ら '大

''盛

胴1氏う庁各

":こ

おける0お行うについて棄歌を

'猟
するため,

るアンケートロ査結果

1口田日日円     令細2年10月 13日 (火)～ 10月 27口 t火)

2

…及

―

-385人 (令和2年10月 1同 時点)

3アンケー隠 日 岡l譜
諭 笛 銀 錦 超 駆

節 (対面。霊 鱒 )にか てヽ、戴
けたことがあるか              '

岡2 れ を受けたR韓 圧力を慮
※ 間とで『あるJと壱濃 者のみ日答

じ溺 ヽ

4アンケート
耕

倅台団答、無紀名で電子申嗣ツステ熊 より鐘

5韓     745人 (日帯 34.2%)

※

未回答

l.8%.10人

難 で、本市の市E会鵬員から庁舎内(対面。電匿台む)に

おいて、政党油口顧D旧襲閣嗣虚受け注 と
"島

るか

鬼えヽ ヽ

26.7%

感じない

29.1%

199人

159人

ある

73.3%

感じた

69.0%

546人

377人

間 1

間2



ハラスメント防止条例制定にむけたアンケー ト調査事例

兵庫県朝来市

職員から「政党機関紙の強要はパワハヲ」との指摘相次ぐ

14 ハラスメン ト防止のために望むことけなんですか ?

強七■0で ,らヽ3体

",く

り                い

H金亭協局での―次
"庁
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‖in瞬与の1,日 -16

皓nと ■凸月,〉 オーノンテ(ペ ース0,1兌 目 
―

ll

閉t'そ 奪′どい 口 ,

ハラスメントアンケー トを大規模に実施
市議からのパワハラ被害の上位 4番目に

「機関紙の勧誘/購読の強要」があげられる

千薫県の柏市で、令和5年 6月 2日 「拍市購会ハラスメント防止条例」

が成立した。議員が他議員のハラスメント行為を見聞きした際に議長ヘ

の報告が責務となる。条例案は全会派でつくる検討会がまとめ、議員提

案として出された。

兵庫県朝来市が実施した職員アンケー ト

では、「ハラスメント防止のために望むこ

とはなんですか ?」 との質問に、27名 が

「庁舎内での機関誌販売の禁上を望む」

と回答した。

アンケー ト実施後、「朝来市議会議員のハ

ラスメン トの防止及び根絶に関する条例」

を制定。議員から職員へのハラスメント

防止のための研修を行うなど、健全な職

場づくりへの努力を続けている。

ぶH改手、ぶHE覺 檄育の真

“lLA名め公ミ

ハクスメントに

',A,6体
切
'く

リ

千葉県柏市

檄騨卸I再:

あなたはい
'卜

と今転nお ら`ハラスメントを受けア'こ とめtあ

ある 157″J

門,  うなたはlF11,お 々猟員工た1ユ ね0,hnウt,mれ協食凛員か

n3/イ oう 1 イのとう′3′ ラヽスメントi'おわiOり 事したか,

卿 消4往耐絆≒ずH

l七 ク′ヽ,I HA又 は0,「 がい′J〕Ⅲl"お い

ttク ′ヽラ】ガう
`べ

 ,命 .さ

'暉
い
～

r●、さな

ttク イヽ→

'メ

,r´、―卜●

“

ti^ut:切うtiう

ttク ′ヽ,1い r生 君B,本 ilよ

^ 
′ⅢⅢ l,IP:

"ヤ

″■1(Ⅲ η こヽ的な体 ′はⅢ駐 HЫ

即

蒻 い l″ A俯
…

tr`ク′ム,rク ′ヽ夕1,'10,/'`ベ ー|"串 |

[メ '′
ハう),1,し くしⅢ破され

`"(Λ
m,eぃ

〔′(ワ ′ヽ
'】

jゞF′ tSI萬 ●
`Ⅲ

上しそ々

ftク ′`
'1411t特

ら1ヽ 今 (う ftい l)れ )

t夕
で

'ア
′ヽ

'】

うウtl tイ
う1,う ,‐ E`… ′コ

'

ある・ 316れ ,‖

t′ つヽ小り,tF・ ■ヽ
':ナ

〔′
`ク

′ヽラ〕rに
'11(1:膊

,3,こ 声

条例制定にむけ令和5年4月 に全職員に「柏市議会議員からハラスメント

を受けたことがあるかどうか」アンケー トを実施 した。その結果、7名

の職員から「機関紙の勧誘/購読の強要」の訴えがあつた。

条例制定にあたり、    座長は「ハラスメントは人権侵害。決して

許されるものではない」「今起きているハラスメント、未来に起こるハ

ラスメントに対応する必要があつた」と報道陣に説明した。

また、令和6年4月 15日付で、柏市・    市長は「機関紙勧勝Jに
ついての以下の見解を本会に寄せてくだつた。

政党機関紙の庁舎内勘誘行為における実態調査

を求める要望書について (回答)

庁舎内において物品販売や勧誘等の行為をする場合は、柏市庁舎管理

規則第 9条により、あらかじめ施設管理者の許可を得る必要があり、

政党機関紙の勧誘行為についても同様に許可が必要となります。

しかし、許可を得ずとも軌誘行為を認めてきた経緯があり、それが習

慣1と しているのが現状です。

(中略)こ の結果を受けて、政党機関紙の拗誘等に対し、市議会と

も連携し、対応を検討してまいります。
    柏市長 赤線は受料作成者によるもの 7



パワハラ防止法による措置義務

2男け

】都道府県、指定都市、市区町村 (首長部門)

【調査時点】令和3年 6月 1日現在 i

(図表)総務省・地方公共団体における各種ハラスメント対策の取組状況について

https:〃wwwisoumu・go,,prmain cOntenV000791214.pdf
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1.措置の実施状況 指定都市20

未構置

市区町村1721

宋槽置

禅菫府黒4'

朱構置

′《ワー八ラスメント対策の取組状況調査結果 【概要】

パワハラ防止法では地方自治体に対して、「各種ハラスメントを防止するために請ず

べき措置については、団体の規模や職場の状況の如何を問わず、必ず講じなければな

らないものです」と定めています。措置義務として「事実関係を迅速かつ正確に確認

すること」「事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正

に行うこと」「再発防止に向けた措置を請じること」とされており、市区町村の約

900/oが 「措置済み」と回答しています。

近年、政党機関紙の勧誘に関しての実態調査が増加している背景として

地方公共団体の措置義務が根拠の一つとなっているものと考えられます。

<関連法案、厚生労働省指針>

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法

律 (昭 和 41年法律第 132号 )

事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理

上講 ずべき措置等についての指針 (令和 2年厚生労働省告示第 5号 )

8



【自治体事例】横浜市と熊本市の行政対応

【陳情項目①について】

横浜市庁舎では、横浜市庁舎管理規則に基づき、政党機関紙の揃誘及び販売行為など、政治的

な活動に関する行為及び営業行為を許可してい喜せん。

また、個人情報を含む情報管理の徹底等のため、執務室内は職員以外の立入りができないセキ

ュリティとなっています。

【陳情項目②について】

地方公務員法が定める職員の政治的中立性について、誤解を招く行動を敗ることがないよう、

BIき 統き周知していきます。          '

横浜市(神奈川県)

熊本市(熊本県)

政
党
機
関
紙
の
営
業

・
勧
誘
行
為
は

庁
舎
管
理
規
則
の
禁
止
事
項
と
明
示

庁
舎

舎
管

た
、

員
か

え
が

請
は各庁舎内における政党機関紙の取l『といについて

新年度から職員と購員の透明で達切な関係の構無に向けて,「脇員等からの要

望等に係る組織的対応に関する基本方針」及び r同マニュアル」を定め、運用

を開始します。          ・

'基本方針の策定に当たっては、英施したアンケートの中で、職員から「議員

から政党機関紙 (赤旗)の購協を求められ、断ると議会等での対応 tと 不安を感

じる。」.『離員による政党機関紙 (赤旗)の鵬流鋤誘を行わないよう取り得んで

ほしい。」、ど等の意見がありました。

ついては、公務員の職務の中立性を確保するため、政党機関紙の販売、勧誘、

配付、集金等の行為について、下記のとおり取扱うことと、しましたので、職員

への周知をお願いいたします。

用

l 庁舎内で当骸行為を行う場合は、庁舎管理規則に基づき庁舎管理者の許可

を得ることとする。
・

2 許可を得た場合であっても軌務室以外でのみ行うこととする。

3 ■風による当散行為は許可しないこととする。

許複ら議理内
可数職員規で
しあ員に則の

政
党
機
関
紙
勧
誘

・
配
布

・
集
金
は
、
庁

に
よ
り
、
許
可
申
請
が
必
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。
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、
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に
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申

な
い
こ
と
を
確
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。
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宇都宮市議会の対応「勧誘禁止を確認」

たあ

勧感 じた

的

は い

調査結果

日本共産党議員による職員の皆様への謝罪

‐レ
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【自治体事例】宇都宮市調査結果と市議会対応

政党機関紙勧謗を受けた職員のうち 恥理 的圧力を感じた」割合等

不明 0口9%

図表は調査結果に基づき本会で作成

他の管電職を引善合いに

5.3%

犠拗だった

感 じた

対象 :管理職 228名 回答 175名 (回答率 76.8%) 期間 :令和 6年 4月 30日 ～ 5月 7日

結果 :市議会議員等から勧誘を受けたと93人 (5割強)が回答。勧誘された時期は、半数以上が管理

職昇進時だつた。勧誘を受けた際、 5制 (55人)が心理的圧力を感じた。圧力の内容は、 (眸腕を断っ

たら)「今後の業務に支障が出るかもしれないと感じた」が 9割弱だつたも自由回答欄には「 退職の時ま

でこのまま意思に反 して購読 しなければならないと考えるとやるせない」等のコメントが並んだ。

ハラスメント防止、コンプライアンス意識徹底を
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【実態調査報告書を受けた臨長声明の要旨】(市臓会ウエブより)

●庁舎内における議員による政出
兄機関紙の勧誘行為の禁止を徹底する

抱

t

翻 g馨報攀鵠明瑠翻懲解犀吾金融1暑貧浩継乙喬上と亀既注基忌葵屋房花五r弔振賀ご贔置腎桑
側覧可   密な連携協力のもと、宇都宮市議会の適切な運営に努める

政党機関紙の勧勝行為によって、心理的不安を感じら

れた職員の管様にはこころよりお詫び申し上げる

調
査
結
果
を
受
け
、

長
が
議
員
団
を
代
表
し
、
声
明

を
表
明

（六
月
二
十
八
日
）
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政党機関紙パワハラ勧誘を懸念するメディア報道
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渋川市議会は(議員の車場を利

用 した市職員への営業行為をす
べて禁止すると発表 した。金銭
の支払いを伴う勧誘が該当す

る。政党機関紙の勧誘・配布が

行われているようだとの指摘を

うけ、アンケー トを実施 した。

読売新聞 令和6年 5月 21H
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検
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産経新聞は政党機関紙パワハラ勧誘問題を

継続的に報道 し、SNS等で注目されている。
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,7日 ,世断りづらい心理的圧力」口日市骨理■旧置 !
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る口利き事件をきつかけに鵬読勧誘
上ク県議会で「行為規範」作りが進ん

よ
浮

に
が
る

議
題
い

県
間
で

富城県

過去に勧器を受けた管理職の約 7割が白閾里

千葉市塚騒長
力虐路ほを裟払:′詭缶託艦 袖悪愚

を尊重する」とする文aを提出

2019年に課長柄佐以上にアンケートを実施し、

金沢市
錦早二堵齢a民韓S訴雫習牲器受名母毎

答
雑!8話

長に提出

答
'II県

房多シ手全驚晨犠琵詈銘忌aら
す、共同通信

個岡市 職Rからの相談や意見を複数隧配

Iア年のアンケートで戦員12人が「勧誘をやめ

,H本市
邑´尾年

組
世芹壇騨 離 氏で段吃B犠差謀吾

t,ない逃知

地
方
議
員
が
自
治
体
の
職
員
に
政
党
機
関
紙

の
購
読
を
半
ば
強
要
す
る
行
為
が
全
国
で
問

題
に
な

っ
て
い
る
と
報
道
。
「
断
れ
る
雰
囲

気
で
は
な
い
」
「
み
ん
な
心
の
中
で
は
や
め

た
い
と
思

っ
て
い
る
は
ず
だ
」
職
員
の
声
を

掲
載
。
主
要
自
治
体
に
ア
ン
ケ
ー
ト
実
施
。

※共同過IBのアンケート、取材による

共
同
通
信

令
和
４
年

１２
月
５
Ｈ

地
方
腕
員
に
よ
る
嗽
党
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関
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読
勧
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対
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青森県

岩手県 ■ 滝沢市

北海道

秋田県

山形県

福島県

栃木県

群馬県

埼玉県

■ 千歳市

■ 釧1路市

■外ケ浜町

■大鰐町

■ 北秋田市

■ 湯沢市

■ 潟上市

■ 八郎潟町

■ 八峰町

■ 上小阿仁村

■ 山形市

■ 寒河江市

■ 会津若松市

■ サII俣町

■ 北塩原村

■ 宇都宮市

■ 鹿,召市

■ 壬生町

■ 沼田市

■ 甘楽町

■ 加須市

■ 和光市

■ 美里町

■ 上里町

を
，

等

体

粛

治

自

自
査

７

調
ぐ
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″
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〓

誘
議

勧

た
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関
択

機

採

党

を

政
情

の
陳

内

た

舎

め

庁

求

千葉県

東京都

神奈川県

■ 千葉市

■ 習志野市

■大綱白里市

■四街道市

■東金市

■香取市

■山武市

■銚子市

■神崎町

■九十九里町

■ 港区

■ 目黒区

■ 狛江市

■ 調布市

■ 武蔵村山市

■ 清瀬市

■ 稲城市

藤沢市

茅ヶ崎市

南足柄市

綾瀬市

厚本市

大和市

伊勢原市

海老名市

座間市

鎌倉市

愛川町

真鶴町

松田町

寒川町

清川村

逗子市

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

暉

■

■

長野県 ■ 岡谷市

岐阜県 ■ 中津川市

愛知県

■ 高浜市

■ 豊明市

■ 安城市

■ 津島市

■ 蒲都市

■ 幸日町

兵庫県

■ 高砂市

■ 明石市

■ 芦屋市

■ 西宮市

■ 豊岡市

熊本県 ■ 荒尾市

鹿児島県

■ 霧島市

■ 指宿市

■ 日置市

陳情採択された75議会のうち、近年

2年間で採択されたのが69議会にの

ばります。令和2年に改正労働施策

総合推進法が施行され、地方公務員

がパワハラ保護の対象となつたこと

を受け、ハラスメント防止の観点か

ら、庁舎内での勧誘ル…ルの再確認

や実態調査が進んでいるものと考え

られます。

読売新聞
令和6累現跡同

1地方議員による自治体職員へのハラスメン

| 卜を根絶しようと防止条例を定める自治体

|が増えている。ともに自治体の運営に欠か

12
|る ことが背景にある。 (新聞記事より)

ハ ラ スメ ン ト防止条例制定相次 ぐ (現 在 85自 治体 )
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本
こ
が
離
う
ば
ら
す

は
の
為

ｏ伴
れ
め
ま

員
然
行
す
を
あ
求
し

職
当
卜
ま
力
が
が
致

搬
机
脅
叫

ず
・
Ｆ圧

削
朝
榊

せないパー トナrだが、議会は質疑や議決

を通 して議決を通 じて行政を監視する立場

であり、事実上の「上下関係」が生 じてい


